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Ⅲ.福利施設
表1-3　評価項目〔福利施設〕

A-3.建物の基本的性能〔福利施設〕
大項目 中項目 小項目 評価内容

1.低炭素化に
関する指標

1.1断熱性・日射遮蔽性能 － 外壁，窓断熱性能

1.2設備の高効率化
1.2.1個別空調 個別空調方式の全熱交換器設置割合，熱源機器の

効率
1.2.2中央式空調 中央方式の省エネ手法の導入数
1.2.3照明設備 照明効率，制御方法

1.3自然エネルギー利用 － 自然エネルギー導入数
2.耐震に関す
る指標

2.1構造耐震指標 － Is値
2.2非構造部材 － 非構造部材耐震化取組数

3.老朽に関す
る指標

3.1仕上材の老朽度
3.1.1屋根

経過年数,仕様水準,安全性,劣化現象3.1.2外壁
3.1.3外部建具

3.2電気設備の老朽度 3.2.1受変電設備又は幹
線設備 経過年数,仕様水準,安全性,劣化現象,機能性

3.3機械設備の老朽度
3.3.1給水設備 経過年数,仕様水準,劣化現象,機能性
3.3.2冷暖房機器設備 経過年数,仕様水準,安全性,劣化現象,機能性

3.4法令適合 － 現行法令に適合していない項目数

4.居住環境に
関する指標

4.1室内環境
4.1.1温冷感 支障となる項目数
4.1.2吸音* 吸音材の有無
4.1.3機械換気* 機械換気の有無

4.2バリアフリー － 法に基づく基準項目達成割合
*用途によって,置き換える評価項目を表す。

B-3. 用途によって必要な性能〔福利施設〕
5.教育研究基
盤に関する
指標

5.1　福利施設機能の充実 福利施設機能の充実に資する取組数

5.2　食堂座席数 学生当たり食堂座席数
※中項目数：13，複数の小項目がある中項目数：4，レベルを評価する項目数：20

　対象建物の主要な用途が福利施設の場合は，Ⅰ．校舎に関する相当する番号の評価項目または評価基準を次
に置き換えて評価する。

4．居住環境に関する指標

4.1　室内環境
4.1.2　吸音

　Ⅱ．大学図書館　4.1.3　吸音と同じ。

4.1.3　機械換気
（1）　評価基準

水準 機械換気〔福利施設〕
レベル1 機械換気設備がない
レベル2 換気扇がある（室内に露出）
レベル3 換気扇がある（室内に露出しない）
レベル4 全熱交換型換気扇がある

（2）　評価方法
　福利施設は原則として，学生食堂等主要な居室について，換気設備の有無又は換気方式を評価する。　
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4.2　バリアフリー
　Ⅱ．大学図書館　4.2　バリアフリーと同じ。

　
5．教育研究基盤に関する指標

 
5.1　福利施設機能の充実

（1）　評価基準
水準 福利施設機能の充実
レベル1 福利施設機能の充実に資する取組みが3つ以下
レベル2 福利施設機能の充実に資する取組みが4つ
レベル3 福利施設機能の充実に資する取組みが5つ
レベル4 福利施設機能の充実に資する取組みが6つ以上

（2）　評価方法
　福利施設機能の充実に資する取組の数で評価する。

No 福利施設機能の充実に資する取組
１ 食堂の内装が老朽化しておらず，清潔感がある
２ 食堂の利用者が行列するための十分なスペースがあり，かつ行列が他の動線と交錯しない

３ 食堂がゆとりとうるおいのある空間になっている（例えば，食事スペースから緑が見える，食事スペースから厨房が
見えない，天井高に余裕がある等）

４ 食堂が学生の自学自習に使用できるスペースとなっており，かつ利用者数に照らして必要な席数が確保されている
５ 外部に食事スペースがあり，利用者数に照らして必要な席数が確保されている

６ 学生がパソコンを持ち込んで使えるように，学内LANに接続した情報コンセント（無線LAN含む）及び電源が用
意されており，かつ利用者数に照らして必要な数がある

７ 厨房がドライ式になっている
８ 売店のスペースがあり，利用者数に照らして必要な面積が確保されている
９ 就職相談や進路指導等の学生支援のスペースがあり，利用者数に照らして必要な面積が確保されている
10 その他福利施設の充実に資する取組がある

　４及び６（学生の自学自習に使用できるスペース），９（就職相談や進路指導等の学生支援のスペース）につ
いて，他の建物に必要な機能や水準が確保されている場合は，「評価する取組みがある」とみなして項目数に
加える。

5.2　食堂座席数
（1）　評価基準

水準 食堂座席数比
レベル1 利用者数の10％未満
レベル2 利用者数の10～12.5％未満
レベル3 利用者数の12.5～15％未満
レベル4 利用者数の15％以上

（2）　評価方法
　対象建物が想定している対象となる利用者数に対する食堂座席数の割合で評価する。
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様式Ⅰ -3　出力総括シート〔福利施設〕



第
二
章

29

Ⅲ

評
価
基
準
・
評
価
方
法　
　
福
利
施
設

様式Ⅱ -3　評価点内訳出力シート〔福利施設〕
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Ⅳ.寄宿舎
表1-4　評価項目〔寄宿舎〕

A-4.建物の基本的性能〔寄宿舎〕
大項目 中項目 小項目 評価内容

1.低炭素化に
関する指標

1.1断熱性・日射遮蔽性能
1.1.1屋根の断熱*

屋根，外壁，窓断熱性能1.1.2壁の断熱*
1.1.3窓の断熱*

1.2設備の高効率化
1.2.1個別空調 個別空調方式の全熱交換器設置割合，熱源機器の

効率
1.2.2中央式空調 中央方式の省エネ手法の導入数
1.2.3照明設備 照明効率，制御方法

1.3自然エネルギー利用 － 自然エネルギー導入数
2.耐震に関す
る指標

2.1構造耐震指標 － Is値
2.2非構造部材 － 非構造部材耐震化取組数

3.老朽に関す
る指標

3.1仕上材の老朽度
3.1.1屋根

経過年数,仕様水準,安全性,劣化現象3.1.2外壁
3.1.3外部建具

3.2電気設備の老朽度 3.2.1受変電設備又は幹
線設備 経過年数,仕様水準,安全性,劣化現象,機能性

3.3機械設備の老朽度
3.3.1給水設備 経過年数,仕様水準,劣化現象,機能性
3.3.2冷暖房機器設備 経過年数,仕様水準,安全性,劣化現象,機能性

3.4法令適合 － 現行法令に適合していない項目数

4.居住環境に
関する指標

4.1室内環境
4.1.1温冷感 支障となる項目数
4.1.2遮音* 遮音の程度
4.1.3機械換気* 機械換気の有無

4.2バリアフリー － 法に基づく基準項目達成割合
*用途によって,置き換える評価項目を表す。

B-4. 用途によって必要な性能〔寄宿舎〕
5.教育研究基
盤に関する
指標

5.1　寄宿舎機能の充実 寄宿舎機能の充実に資する取組数

※中項目数：13，複数の小項目がある中項目数：5，※レベルを評価する項目数：21

　対象建物の主要な用途が寄宿舎の場合は，Ⅰ.校舎に関する相当する番号の評価項目または評価基準を次に
置き換えて評価する。

1．低炭素化に関する指標

1.1　断熱性・日射遮蔽性能
1.1.1　屋根の断熱

（1）　評価基準
水準 屋根の断熱〔寄宿舎〕
レベル1 レベル２を満たさない
レベル2 断熱材が，旧省エネルギー基準に基づく所要の厚さ以上である
レベル3 断熱材が，新省エネルギー基準に基づく所要の厚さ以上である
レベル4 断熱材が，次世代省エネルギー基準に基づく所要の厚さ以上である

（2）　評価方法
　屋根の断熱は，原則として，省エネ法に基づく住宅の省エネルギー基準で評価する。レベル１は旧省エネル
ギー基準（昭和55年制定），レベル３は新省エネルギー基準（平成4年制定）及びレベル４は次世代省エネルギ
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ー基準（平成11年制定）に基づく断熱材の範囲及び厚さで水準を評価する。

　地域区分は，「建築主等の判断基準」に定める地域の区分とする。大まかには次のような区分となるが，詳細は，
「建築主等の判断の基準」の別表第１を参照すること。

　Ⅰ地域：北海道等，Ⅱ地域：北東北等，Ⅲ地域：南東北等，Ⅳ地域：関東，東海，近畿，中国，四国，九州等，
Ⅴ地域：南九州等，Ⅵ：沖縄等

　屋根又は天井の断熱材の熱抵抗値が，断熱材の施工法及び地域の区分に応じ表1.1.1.1に掲げる基準値で評
価する。ただし，断熱材の施工範囲が屋根面積の70％未満である場合は，断熱材の厚みに係わらず「レベル１」
とする。

　断熱材の所要の厚みは，次式による。

厚さd(m）＝熱抵抗値R（㎡・K／W）×熱伝導率λ（W／(m・K)）

　使用している断熱材の熱伝導率が分かっている場合は，その数値とする。不明な場合は，断熱材の種類によ
って表1.1.1.2の数値による。断熱材の種類が分からない場合は，同表「記号」欄「B」の数値としてよい。断熱
材の種類を図面等で確認できる場合で，番号等が分からない場合は，同じ種類の内で最も大きい熱伝導率とし
てよい。

表1.1.1.1　断熱材の熱抵抗の基準値（屋根又は天井）

水準 構造 断熱材の施工方法
断熱材の熱抵抗の基準値（㎡・K／W）
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

レベル2
(1)�鉄筋コンクリート造及びこれらに類する
もの － 1.2 0.7 0.7 0.7 0.5 0.5

(2)(1)以外 － 2.7 1.2 1.2 0.8 0.5 0.5

レベル3

(1)�鉄筋コンクリート造及びこれらに類する
もの － 2.9 1.6 1.1 1.1 1.1 1.1

(2)木造 － 4.3 1.7 1.2 1.2 1.2 1.2
(3)(1)及び(2)以外 － 5.2 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5

レベル4

(1)�鉄筋コンクリート造及びこれらに類する
もの

内断熱工法 3.6 2.7 2.5 2.5 2.5 2.5
外断熱工法 3.0 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0

(2)木造 充填断熱工法 6.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6

(3)鉄骨造 外張り断熱又は内
張断熱工法 5.7 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

表1.1.1.2　断熱材の熱伝導率

記号 断熱材の種類 熱伝導率：λ
（W／(m・K)）

B A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板4号
A種ポリスチレンフォーム保温板1種1号 0.045

C

A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板1号，2号，3号
A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種
A種ポリスチレンフォーム保温板2種
A種フェノールフォーム保温板2種1号，3種1号，3種2号
建築用断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種3
吹込用ロックウール65K相当

0.040

D

A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板特号
A種押出法ポリスチレンフォーム保温板2種
A種フェノールフォーム保温板2種2号
A種硬質ウレタンフォーム保温板1種
A種ポリエチレンフォーム保温板3種
建築用断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種1，A種2

0.034

E
A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種
A種硬質ウレタンフォーム保温板2種1号，2号，3号，4号
A種フェノールフォーム保温板2種3号

0.028

F A種フェノールフォーム保温板1種1号，2号 0.022
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1.1.2　壁の断熱
（1）　評価基準

水準 壁の断熱〔寄宿舎〕
レベル1 レベル２を満たさない
レベル2 断熱材が，旧省エネルギー基準に基づく所要の厚さ以上である
レベル3 断熱材が，新省エネルギー基準に基づく所要の厚さ以上である
レベル4 断熱材が，次世代省エネルギー基準に基づく所要の厚さ以上である

（2）　評価方法
　評価方法は，1.1.1　屋根の断熱と同様とする。なお，壁の断熱材の熱抵抗値は，断熱材の施工法及び地域
の区分に応じ表1.1.2.1のとおりとする。壁の断熱材の施工範囲が標準階の外壁全面積（窓面積除く）の70％
未満である場合は，断熱材の厚みに係わらず「レベル１」とする。

表1.1.2.1　断熱材の熱抵抗の基準値（壁）

水準 構造 断熱材の施工方法
断熱材の熱抵抗の基準値（㎡・K／W）
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

レベル2
(1)�鉄筋コンクリート造及びこ
れらに類するもの － 1.0 0.6 0.6 0.6 － －

(2)(1)以外 大壁造で断熱材を施工するもの 2.1 0.8 0.8 0.6 － －

レベル3

(1)�鉄筋コンクリート造及びこ
れらに類するもの － 1.7 0.9 0.9 0.7 0.5 －

(2)木造 － 2.4 0.9 0.9 0.8 0.5 －
(3)(1)及び(2)以外 － 3.0 1.1 1.1 1.0 0.6 －

レベル4

(1)�鉄筋コンクリート造及びこ
れらに類するもの

内断熱工法 2.3 1.8 1.1 1.1 1.1 0.3
外断熱工法 1.8 1.5 0.9 0.9 0.9 0.3

(2)木造 充填断熱工法 3.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
(3)鉄骨造 外張り断熱又は内張断熱工法 2.9 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

1.1.3　窓の断熱
（1）　評価基準

水準 窓の断熱〔寄宿舎〕
レベル1 レベル２を満たさない
レベル2 寮室の窓等が旧省エネルギー基準に基づく仕様基準と同等以上である
レベル3 寮室の窓等が新省エネルギー基準に基づく仕様基準と同等以上である
レベル4 寮室の窓等が次世代省エネルギー基準に基づく仕様基準と同等以上である

（2）　評価方法
　窓の断熱は，原則として，省エネ法に基づく住宅の省エネルギー基準で評価する。レベル２は主要な寮室の
窓等が旧省エネルギー基準に，レベル３は新省エネルギー基準に，レベル４は次世代省エネ基準に基づく建具
及びガラスの組合せによる仕様基準と同等以上かで評価する。
仕様基準は，表1.1.3.1による

表1.1.3.1　建具の種類及びガラスの仕様基準（窓又は引戸）

水準
建具の種類及びガラスの組み合わせ例
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ

レベル2 3 2 1 1 1 1
レベル3 4 3 2 1 １ 1
レベル4 4 4 3 2 2 １
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番号 建具の種類及びガラスの組み合わせ例（窓又は引戸）
1 ・ガラス単板入り建具の一重構造
2 ・ガラス単板入り建具の二重構造，複層ガラス入り建具の一重構造

3
・ガラス単板入り建具の二重構造で，少なくとも一方の建具が木製又はプラスチック製または枠が金属製熱遮断構
造であること

・ガラス単板入り建具と複層ガラス（空気層6mm）入り建具との二重構造

4
・ガラス単板入り建具の三重構造
・ガラスの単板入り建具と低放射複層ガラス（空気層12mm）入り建具との二重構造
・ガラス単板入り建具と複層ガラス（空気層12mm）入り建具との二重構造で，少なくとも一方の建具が木製又は
プラスチック製であること

4．居住環境に関する指標

4.1　室内環境
4.1.1　温冷感

（1）　評価基準
　評価基準は，Ⅰ．校舎　4.1.1　温冷感と同じ。

（2）　評価方法
　主要な寮室において，温冷感について支障となる項目数で評価する。
なお，寮室の冷房又は暖房設備を居住者が任意で設置できる場合は，談話室等共用の居室を評価する。共用の
居室が無い場合は，評価対象外とする。支障となる項目は，Ⅰ．校舎　4.1.1　温冷感と同じ。

4.1.2　遮音
（1）　評価基準

水準 遮音〔寄宿舎〕
レベル1 隣室の会話等がかなり聞こえる
レベル2 隣室の会話等が聞こえるがあまり気にならない
レベル3 隣室の会話等がほとんど聞こえない
レベル4 隣室の会話等がほとんど聞こえない，かつ，椅子や建具の移動音が小さく聞こえる

（2）　評価方法
　寄宿舎の寮室間の間仕切壁や床の遮音の程度を話し声や椅子や建具の移動音で評価する。

①　各レベルに相当する間仕切壁の仕様は，次のとおりとする。
　レベル2：
　・軽量鉄骨下地＋プラスターボード二重張り（12mm＋12mm）程度
　レベル3以上：
　・軽量鉄骨下地＋プラスターボード二重張り（12mm＋12mm）＋グラスウール充填
　・鉄筋コンクリート壁　程度
②　レベル4に相当する床の仕上（下地含む）は，次のとおりとする。
　・タイルカーペット＋直下階に天井（下地有）
　・二重床　程度
 
4.1.3　機械換気

（1）　評価基準
水準 機械換気〔寄宿舎〕
レベル1 機械換気設備がない
レベル2 第３種換気がある
レベル3 第１種換気がある
レベル4 全熱交換型第１種換気がある
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（2）　評価方法
　寄宿舎は寮室について，換気設備の有無又は換気方式を評価する。

4.2　バリアフリー
（1）　評価基準
　Ⅰ.校舎　4.2　バリアフリーと同じ。

（2）　評価方法
　Ⅰ.校舎　4.2　バリアフリーと同じ。
　なお，寄宿舎における車いす使用者用居室の必要性の有無及び設置する場合の位置や室数等については，各
国立大学法人等が実情に応じて判断するものとする。評価対象建物に設置する必要がない場合（例えば，複数
棟の寄宿舎で他棟に設置済みで当該建物に設置を要しない場合等）は，「移動等円滑化経路」は基準を満たして
いるものとみなす。
 
5．教育研究基盤に関する指標

5.1　寄宿舎機能の充実
（1）　評価基準

水準 寄宿舎機能の充実
レベル1 寄宿舎機能の充実に資する取組みが3つ以下
レベル2 寄宿舎機能の充実に資する取組みが4つ
レベル3 寄宿舎機能の充実に資する取組みが5つ
レベル4 寄宿舎機能の充実に資する取組みが6つ以上

（2）　評価方法
　寄宿舎機能の充実に資する取組の数で評価する。

No 寄宿舎機能の充実に資する取組
１ 自炊できる機器を備えた補食室があり，内装が老朽化しておらず清潔感がある
２ 個室からインターネットに接続できるようになっている
３ 玄関は居住者以外は入れない仕組みとなっている（例えば，受付に人が常駐，電子錠等で管理されている等）
４ 敷地入口から建物玄関までの通路の安全性を確保するため，照明設備，防犯カメラ等の防犯対策が行われている
５ 居住者用談話スペースが利用者数に照らして適切に配置されている
６ 居住者用の倉庫（トランクルーム）がある
７ 共同便所の床がドライ式になっている
８ 便所の過半が洋式便器（節水型）になっている
９ 浴室や脱衣室の内装や建築設備が老朽化しておらず清潔感がある
10 その他寄宿舎の充実に資する取組がある

　１について，自炊できる機器を備えた補食室とは，流し台，コンロ台，電磁調理器等の料理ができる機器を
備え，食事のための家具がある室をいう。
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様式Ⅰ -4　出力総括シート〔寄宿舎〕
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様式Ⅱ -4　評価点内訳出力シート〔寄宿舎〕
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様式 1	   3.1.1　屋根　部位別調査票

Ⅴ.部位別調査票
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様式 2	 3.1.2　外壁　部位別調査票
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様式 3	 3.1.3　外部建具　部位別調査票
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様式 4	 3.2.1　受変電設備　部位別調査票
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様式 5	 3.2.2　幹線設備　部位別調査票



第
二
章

42

評
価
基
準
・
評
価
方
法　
　
部
位
別
調
査
票

Ⅴ

様式 6-1	 3.3.1　給水設備（A. 受水槽）　部位別調査票
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様式 6-2	 3.3.1　給水設備（B. 高置水槽）　部位別調査票
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様式 6-3	 3.3.1　給水設備（C. 給水管）　部位別調査票
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様式 7	 3.3.2　冷暖房設備機器　部位別調査票
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